
主な記事 ◆原釜尾浜海水浴場◆
Ｐ２ 

Ｐ３

Ｐ４ 

Ｐ５

Ｐ６

そうま会議所だより
2021

No.403
7
July

　来る 7 月 17 日㈯から 8 月 22 日㈰までの間、原
釜尾浜海水浴場が開設されます。
　来場者に対しソーシャルディスタンスを確保する
よう放送や看板で注意喚起するなど、新型コロナウ
イルス感染防止対策をとる予定です。また、海水浴
場内が密集状態にならないよう「入場制限」を行う
場合がありますので、予めご了承下さい。
　なお、同海水浴場ではビーチバレーボール常設
コートを無料で使用できます。
■ビーチバレーボール場の申込先
　尾浜交流館（尾浜こども公園内）
　志 0244-32-1732
■お問い合わせ先
　相馬市観光協会（千客万来館）
　志 0244-35-3300

・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
（全県版時短協力金）
・売上の減少した中小事業者に対する一時金

（本県版一時金第２弾）
・相馬市 事業継続支援金申請受付中
・議員職務執行者変更のお知らせ
・商業部会開催
・第 149 回通常議員総会開催 
～令和 2 年度事業報告・収支決算を承認～

・常議員会開催
・飲食マップ「そうまお食事処」完成
・労務相談会のご案内
・「第 20 回 e 顔プロジェクト」実施
・物産振興委員会「夢そうま」販路拡大活動答申
・福島県相双建設事務所長に災害時における
   河川の強靭化などを要望

・伊達な商談会のお知らせ
・新入会員紹介
・日本政策金融公庫による金融相談会のご案内
・福島、米沢の情報コーナー
・マル経融資のご案内
・ＬＯＢＯ調査（5 月調査結果）

写真提供：相馬市観光協会
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　相馬市では、新型コロナウイルス感染症拡大のなか、市内に事業所等を置き、引き続き事業継続の意思がある事業
者に対して、その事業継続を図るための支援金を支給します。

【１ 対象者】
　①令和 3 年 4 月 30 日以前から市内で事業を営んでおり、申請日以降も事業を継続する意思のある事業者 
　②事業営業等収入がある事業者（確定申告書等で確認できること）

【２ 支援金額】
　個人・法人事業者 一律 10 万円  　   ※市内で複数の法人等を経営している場合、それぞれ申請可

【３ 申請期間】
　令和 3 年 5 月 11 日（火）～ 7 月 30 日（金）

【４ 申請先】（郵送にて）
　〒 976-8601 相馬市中村字北町 63-3 相馬市商工観光課 宛 【7 月 30 日（金）の消印有効】

【５ 問合せ先】
　相馬市産業部 商工観光課 （市役所２階） 　電話 0244-37-2154  ＦＡＸ 0244-37-2251 
　E-mail sg-syoko@city.soma.lg.jp　ホームページ https://www.city.soma.fukushima.jp/

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（全県版時短協力金）
　福島県全域を対象として、下記の対象となる施設を運営する事業者に対し、令和３年５月１５日（土）午後８時～
令和３年６月１日（火）午前５時までの間、午前５時～午後８時までの営業時間短縮の要請に感染防止対策を徹底し
たうえでご協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を交付します。

【１ 対象店舗】
　福島県内で食品衛生法第 52 条に定める飲食店営業許可を受けた以下の店舗。 
　○接待を伴う飲食店
 　（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項第 1 号に該当する店舗）
　○酒類を提供する飲食店

【２ 申請受付期間】
　令和 3 年 6 月 1 日（火）から令和 3 年 7 月 30 日（金）まで （ 7 月 30 日（金）の消印有効 ）  

　※詳細は同封のチラシをご覧ください。 

【３ 問合せ先】  福島県協力金コールセンター
　　　　　　志０２４－５２１－８５７５  （受付時間）毎日９時 30 分から 17 時 30 分まで

　福島県緊急特別対策に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により影響を受け、売上の減少した中小法人・
個人事業者等へ一時金を交付します。

【１ 対象事業者 】
　福島県緊急特別対策に基づく要請に伴い、 
　　　①飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個事業者等 
　　　②不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小法人・個事業者等

【２ 主な交付要件】
　（１）県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等
　（２）福島県緊急特別対策に基づく要請に伴い、
　　　①飲食店と直接・間接の取引があること
  　　　（農業者・漁業者・飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定）
　　　②不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと 
  　　　（旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者
　　　　を想定）
  　　　により、令和３年５月の売上が令和元年又は令和２年５月と比べて 30％以上減少したこと。
　（３）福島県緊急特別対策の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。

【３ 交付額】
　一律 20 万円

【４ 申請方法等】
　（１）申請書の入手方法：〇県庁ホームページ 〇各地方振興局窓口 〇各市町村役場窓口
　（２）添付書類 ：〇申請書 〇事業活動がわかる書面 〇令和３年分の営業状況が分かる資料
　　　　　　　　 〇令和元年又は令和２年の確定申告書の写し 〇振込先の通帳の写し 等 
　（３）申請方法 ：郵送またはＷＥＢ
　（４）申請受付期間 ：令和３年６月１日（火）から令和３年７月３０日（金）　※７月３０日（金）の消印有効

【５ 問合せ先】福島県一時金コールセンター
　　　　　　志０２４－５２１－８５７２（受付時間） 毎日９時 30 分から１ ７時 30 分まで

売上の減少した中小事業者に対する一時金（本県版一時金第２弾）

相馬市 事業継続支援金 申請受付中
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事業資金や経営課題の
ご相談は当行へ

　ビジネスに付きものである「取引先との打ち合わせ」。
最近では、メールやＳＮＳ ( 会員制交流サイト ) でのや
りとりが多くなってきたとはいえ、やはり重要なやりと
りは「実際に会って話す」ことになります。
　取引先との打ち合わせは経営判断に直結するので、そ
の内容には注力する必要があります。それと併せて重要
なのが、「打ち合わせが終了して帰る際のマナー」です。
集中力と緊張感を持って打ち合わせに臨み、それが終わ
ると、つい気が抜けてしまうものです。しかし、ここで
マナーに配慮できるかどうかで、できるビジネスパーソ
ンとそうでない人とに分かれてしまいます。先方の印象
も大きく違ってくるので、このマナーを習得されること
を強くお勧めします。
　まず意識していただきたいのは、打ち合わせ時の「立
場」です。取引先に出向いて打ち合わせを行う場合、こ
ちらは貴重な時間を割いて会っていただいているので、
先方の方が立場的には「上」で、こちらの立場は「下」
になります。
　この意識を持った上で、当初約束した時間内に切り上
げられるよう、打ち合わせ中も適宜時間を確認します。
ただし、先方の目の前で時計を見る行為は、マナー違反
です。時計を確認する際は、机の下で腕時計をちらりと
見る、相手が書類に目を通しているタイミングで壁の時
計をさりげなく見るなどの配慮が必要です。相手が時間
を気にしていることを感じると、こちらも気になるもの
です。先方に気付かれないよう気を配りましょう。
　予定の終了時刻が迫ってきたら、会話のタイミングを
見計らって「頂戴したお時間が近づいてまいりました」
と声を掛けます。会話が盛り上がっているときや、打ち
合わせ内容が中途半端な状態で、このセリフを述べるの
はＮＧです。そのため、終了予定時刻にうまく終われる
よう、タイムスケジュールを考えて打ち合わせを進行す
ることも大切になります。
　打ち合わせが終了したら、「本日はお忙しい中、お時
間を頂戴しまして、ありがとうございました」と、先方

「取引先との打ち合わせのルール」

が時間をつくってくれたことへのお礼を述べます。「今
後ともよろしくお願いいたします」と、これからのお付
き合いに関しても触れるようにしましょう。このとき、
併せてお辞儀もしますが、お辞儀には三つの種類があり
ます。一つ目が角度 15度の「会釈」、二つ目が角度 30
度の「中礼（敬礼）」、三つ目が角度 45 度の「最敬礼」
です。これらのうち、打ち合わせ時の別れ際には中礼で
お辞儀をします。
　先方が丁寧な担当者の場合、エレベーターやエントラ
ンスまで見送ってくれようとしますが、その場合は「こ
ちらで結構です。ありがとうございます」と伝えます。
それでも、先方がエレベーターまで見送ってくれた場合、
ホールできちんとお礼を述べ、エレベーターに乗り込ん
でから再度、先方に向かってあいさつをしましょう。
　打ち合わせを終え、帰社したら、お礼状を出します。
手書きの手紙がベストではありますが、この場合はス
ピードが命なので、メールでもＯＫです。

人財育成トレーナー　

美
みづ き

月　あきこ

　人財育成トレーナー・ビジネスマナー講師。大学卒
業後、日系および外資系航空会社にて国際線客室乗務
員として 17年間勤務。現在は、人財育成トレーナー
として接遇サービス、対人コミュニケーションについ
ての講演・研修を企業や団体にて行う。客室乗務員時
代に身につけたファーストクラス仕様のサービスを元
にした、ユニークな研修が好評を博す。年間１８０回
以上の研修と講演をこなす。著書に、『ファーストク
ラスに乗る人のシンプルな習慣』『15秒で口説く　エ
レベーターピッチの達人』などがある。

　広く市内外へ「そうまの食」のアピールに役立てた
いと、当所サービス業部会飲食マップ制作委員会（委
員長：村上サービス部会長）が編集発行。
　各店舗のおすすめメニュー等を写真入りで紹介して
おり、新しいお店の発見に是非ご活用下さい。
　マップは相馬市観光協会・道の駅そうま・市内金融
機関等で順次配布予定。

飲食マップ   「そうま お食事処」  完成

第 149 回通常議員総会開催
～令和２年度 事業報告・収支決算を承認～

6/25

　第 149 回通常議員総会は、当所大会議室で役員・議
員 33 名が出席し開催された。草野会頭は冒頭のあいさ
つで「新型コロナウイルス対策の各種情報を会員に迅速
に提供、相談に注力できた。本年度も、更に厳しい経営
環境下にある会員事業所の経営支援並びに景気対策・中
心市街地活性化・地域振興事業を役職員一丸となって積
極的に事業を行っていきたいと」とあいさつした。
　議案は、令和 2 年度事業報告承認の件、令和 2 年度
収支決算承認の件について各々審議され、いずれも原案
のとおり承認された。

　通常議員総会に先立ち開催された常議員会では、（1）
新規会員加入の 10 件の加入を承認（詳細は P5）、（2）
第 149 回通常議員総会提出議案について審議され、原
案通り承認された。

常議員会開催６/25

㈱ IHI 航空・宇宙・防衛事業領域
相馬事業所 
総務部長 

（旧総務部長 黒澤 一弘 氏）

議員職務執行者変更のお知らせ

谷　村　 隆　士  氏

商業部会開催6/14

　西村部会長（㈱星写真舘）はじめ部会員 8 名の出席
のもと、当所第 2 会議室において商業部会が開催された。
会議では、令和 3 年度の事業について協議し、メガ得
500クーポン券事業は、本年10月に実施を決めた。また、
新型コロナウィルス感染症の影響により売上が大幅に減
少している飲食店を応援するため、本年もサービス業部
会と連携をし、中心市街地賑わい創出事業（街なか交流
事業）を本年 11 月頃に実施することを決めた。さらに、
浜の駅松川浦と協力して実施している「まちナビカード
事業」に関しては、道の駅そうまでの設置に向けて、今
後関係者と協議して行くことを決めた。

●日　　時　7 月 15 日（木） 13：00 ～ 17：00
●場　　所　相馬商工会議所 第三会議室
　　　　　　※社会保険労務士による無料相談
●問合せ先　中小企業相談所 　志 36-3171

労務相談会のご案内

■お問合せ：相馬商工会議所業務課
　志 0244-36-3171  思 0244-36-3184

6/25
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t.inamura@marurifoods.jp

仕出し・弁当・オードブル等の
製造販売

各種弁当の店頭販売

撮影画像や撮影の雰囲気
がわかります。

　当所女性会主管で「第 20 回 e 顔（いーかお）プロジェ
クト」を実施した。
　このプロジェクトは、明るい街づくり・地域の環境美
化の一環として行っており、明るく元気に「笑顔」「い
い顔」の輪を広げたいとの願いを込め取り組んでいる。
事業１０周年の節目を迎え、今年度から事業内容を変更
し、駅前通り（荒井町～桜ヶ丘）の植樹帯 24 箇所にア
ジサイ 48 株を植樹した。当日は、松本晴美会長をはじ
め会員 16 名が参加し、色とりどりのアジサイを丁寧に
植栽した。
　また、色鮮やかなパンジーを女性会 56 会員事業所へ
配布した。

「第 20 回　顔プロジェクト」実施e６/15
いーかお

　当所物産振興委員会（小松隆委員長）は、相馬ブラン
ド酒「夢そうま」販路拡大に向けた取り組み（会頭諮問
事項）について、この度草野会頭に答申した。答申内容

　令和元年の台風 19 号による断水や浸水被害で事業者
が、休業に追い込まれたことを踏まえ、宇多川・小泉川
の強靭化をはじめ、市街地大町交差点の安全安心な道路
整備についてなどを福島県相双建設事務所河合利広所長
に対し要望活動を行った。
　当日は、草野会頭、松本副会頭、和田山専務理事が出
席し、要望書を河合利広所長に手渡した。
○要望内容は以下の通り
１．宇多川、小泉川の早期復旧について
２．国道 115 号相馬南バイパスの延伸（県道相馬新地
　　線から一般国道 6 号区間の早期 4 車線化）実現に
　　ついて
３．市街地の中心道路（県道日下石・新沼線）の交差点
　　改良の早期着工について

福島県相双建設事務所長に
災害時における河川の強靭化などを要望

６/23物産振興委員会
「夢そうま」販路拡大活動答申

６/22

は同酒の販路拡大のため
にはまず「特化した組織
づくりを図った上で具体
的な活動を進めるべき」
とした。草野会頭は答申
内容に沿って７月中にも
新たな組織づくりをしな
がら同酒販路拡大を推進
したいと述べた。
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福島

　7 月中旬ごろから福島を代表するくだもの「もも」
の季節が始まります。福島市内にはフルーツライン、
ピーチライン沿いなどに多くの観光果樹園があり「も
も狩り」が楽しめます。
　種類の多さと品質の高さは全国でも指折りで、福島
特有の硬くて甘い「もも」が楽しめます。
　また、最近ではカフェを併設している果樹園もあり、

「ももパフェ」などスイーツも人気です。
 時期により品種も変わりますので、内容・料金につ
きましては果樹園または下記まで直接お問い合わせく

　このコーナーは、相馬・福島・米沢 3地域の活性化を目的に相互の「観光情報」を掲載しております。
新型コロナウイルス感染症の予防対策をしっかり施し、お出かけ下さい。

福島・米沢の情報コーナー　東北中央自動車道〔相馬⇔福島⇔米沢〕

米沢 米沢の魅力を探しに出かけてみませんか？？

電動自転車のレンタルが開始します！！

　レンタル時に専用のアプリをダウンロードしていただ
くと、飲食店や観光施設などの立ち寄りスポットをお知
らせいたします。
　電動自転車は婦人タイプだけでなく、スポーツタイプ
や親子で乗ることのできる 2 人乗りタイプまで種類も
様々。自分好みの電動自転車で米沢の自然を感じながら、
サイクリングしてみませんか。

■お問い合わせ
　【もも狩り】福島市観光農園協会事務局
　　福島市役所農業振興課内　    志 024-529-7663
　【カ フ ェ】まるせい果樹園 農家カフェ「森のガーデン」
　　福島市飯坂町平野字森前 27-3 志 024-541-4465

旬の果物を食べつくそう

いよいよ「もも」の季節が到来

【貸 出 施 設】・置賜広域観光案内センター ASK
　　　　　　・道の駅米沢・上杉伯爵邸

【利 用 料 金】8 時間まで 2,000 円（税込）　　
　　　　　　 4 時間まで 1,000 円（税込）

【利 用 時 間】9：00 ～ 17：00
【お問い合わせ】置賜広域観光案内センター ASK
　　　　　　　　志 0238-24-2965

※写真はイメージ
　です。

ださい。
　美味しいも
もを食べに福
島へぜひお越
しください。

　8月 1日（日）より米沢市内の 3施設で
電動自転車のレンタルが開始します！！！！

　 事 業 所 名 　 　代表者　 　 業 　 種 　

横 山 建 築 横 山 孝 一 木 造 建 築

W e ' r e  H a i r & S p a 高橋貴美江 美 容 業

㈱ 志 賀 時 計 店 志 賀 紘 一 不 動 産 業

相 馬 カ ル チ ャ ー セ ン タ ー 草 野 清 貴 カルチャースクール、学習塾

㈱ テ ィ ー ス タ イ ル 伊 藤 貴 祥 土 木 建 設

ス ナ ッ ク バ ッ カ ス 水谷基恵子 飲食店（スナック）

あ お ぞ ら 接 骨 院 坂 下 大 地 サ ー ビ ス 接 骨 院

（ 一 社 ） ふ く し ま 市 民 発 電 新 谷 香 織 太 陽 光 発 電

㈲ マ ル マ 商 会 小賀坂由美子 縫製（ニット製品）

㈱バッファロー・IT・ソリューションズ東北営業所 山 本 大 介 卸売、サービス業

新入会員紹介 令和 3 年 3 月 26 日～ 6 月 24 日

日本政策金融公庫による金融相談会
　創業資金や運転・設備資金など、事業に必要な資
金に関して毎週火曜日ご相談承ります。事前にお電
話にてご予約下さい。
※下記の日程で対面式による相談会を開催しており
　ます。
●開 催 日　７月 13 日（火）・27 日（火）
●受付時間　11：00 ～ 15：00
●会　　場    相馬商工会議所 2 階  第三会議室
●問合せ先　中小企業相談所 志 36 － 3171

　本商談会は、御社の自慢の商品を、バイヤーに対し
て個別に売り込んでいただく事前予約型の商談会で
す。今回は、ネクセリア東日本㈱との集団商談会とな
ります。販路拡大を図る絶好の機会となっております
ので、是非ともご活用ください。
商談品目：・土産品（常温・冷蔵・冷凍）
　　　　　・スナックフード
　　　　　　（例；牛串焼き・五平餅等）
　　　　　・レストラン・フードコートの食材
日　　時：2021 年 8 月 25 日㈬  10:00 ～ 15:25 
　　　　   1 社 25 分
場　　所：仙台商工会議所 ７階　会議室
定　　員：食品 40 社
申込締切：2021 年 7 月 29 日（木）17:00
参 加 費：会議所会員事業所 3,000 円
主　　催：東北六県商工会議所連合会
 　　　　　※詳しくは、公式 Web サイト
　　　　　　（https://www.date-sho.com/）をご覧ください。
問合せ先：中小企業相談所 志 36 － 3171

ネクセリア東日本㈱との「集団商談会」
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『重い』鉄に
　『想い』を載せて・・・

■相馬支店　
　〒976-0021
　福島県相馬市原釡字大津 267 番
　TEL.0244-26-4700

●米国・中国などの海外経済の回復に伴い、需要増が続く半導
　体・電子部品関連や自動車関連の製造業・卸売業が堅調に推
　移した。一方、小売業では、緊急事態宣言に伴う活動制約・
　客足減少とともに、前年同月の買いだめ需要の喪失の影響を
　受けているとの声もあり、業況が悪化した。また、宣言が発
　令されている地域以外においても活動縮小が発生し、外食・
　観光関連では業績改善への対応に苦慮している状況がうかが
　える。このほか、原材料費上昇によるコスト増加が業種を問
　わず、広く業況の押し下げ要因となっており、中小企業の景
　況感は厳しい状況が続く。

●先行き見通しDI は、▲ 33.6（今月比▲ 8.6 ポイント）

●ワクチン接種拡大による感染抑制効果や、海外経済回復に伴
　う電子部品関連の輸出増に期待する声が聞かれる。一方、変
　異株による感染拡大が収まらず、緊急事態宣言が延長される
　など先行き不透明感が増す中、活動制約の長期化への懸念に
　加え、製品・サービスの受注・売上減少による業績悪化、原
　材料費や燃料費の上昇による採算悪化を懸念する声は多く、
　先行きに対して厳しい見方が続く。

【全国】
業況 DI は、感染拡大に伴う活動制約から足踏み
先行きは、不透明感増す中、厳しい見通し

・全産業合計の業況 DI は、▲ 25.0（前月比 +0.3 ポイント）

商工会議所早期景気観測 （2021 年 5月調査結果）LoboLoboLobo

●東北は、悪化。建設業では、公共工事が堅 
　調に推移しているものの、技術者不足によ
　る受注機会の逸失、民間工事の減少を受け
　ての受注競争の激化により、業況感が悪化。
　小売業では、宮城県におけるまん延防止等
　重点措置は解除されたものの、外出自粛要
　請の継続や各地での感染拡大の影響もあ
　り、スーパー等の小売店を中心に、緊急事
　態宣言に伴う飲食料品等の買いだめ需要が
　あった前年同月と比べ、売上が悪化した。

ブロック別の動向【東北】➡

業況 DI の推移（全国）（※DI ＝「好転」の回答割合ー「悪化」の回答割合）

20219 2020年 2021 年 先行き
見通し

5 月 5 月 1 月 ２月 3 月 4 月 5 月 6 ～ 8 月

全産業 ▲ 17.1 ▲ 65.8 ▲ 49.5 ▲ 46.8 ▲ 35.3 ▲ 25.3 ▲ 25.0 ▲ 33.6

建　設 ▲   7.7 ▲ 37.7 ▲ 27.1 ▲ 24.9 ▲ 18.4 ▲ 15.5 ▲ 18.9 ▲ 28.9

製　造 ▲ 22.3 ▲ 69.9 ▲ 48.5 ▲ 44.8 ▲ 33.6 ▲ 24.1 ▲ 15.0 ▲ 20.9

卸　売 ▲ 19.8 ▲ 62.9 ▲ 49.0 ▲ 47.7 ▲ 35.0 ▲ 27.0 ▲ 23.9 ▲ 30.8

小　売 ▲ 29.4 ▲ 70.0 ▲ 49.5 ▲ 45.8 ▲ 33.9 ▲ 23.5 ▲ 31.6 ▲ 40.5

サービス ▲   6.7 ▲ 77.6 ▲ 64.7 ▲ 63.0 ▲ 48.5 ▲ 33.5 ▲ 33.5 ▲ 44.6

●問合せ先　中小企業相談所　志 36-3171

相馬商工会議所

【ご利用できる方】
・１年以上事業を行い、商工会議所の経営指導を原則
　6 ヶ月以上受けている方
・所得税（法人税）、事業税、住民税を完納している方
　○商業・サービス業（従業員 ５ 人以下）
　○建設・製造業　他（従業員 20 人以下）

★融資（貸付）限度額

★年利（Ｒ 3 . 6 . 1 現在）

★返済期間 ★担保・保証人

2,000 万円

運転資金
設備資金 1.21%

東日本大震災に対応する
「災害マル経」（金利－ 0.9%）
「設備資金貸付利率特例制度」
（金利－ 0.5%）

運転資金　 ７ 年以内
設備資金　10 年以内 不　要

“ マル経資金 ”


